
（平成２２年１２月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 23 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 21 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 3914 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 51 年２月及び同年３月 

私は、年金への認識は高く、付加保険料を加えた国民年金保険料を納

付してきた。私自身の性格上、届いた納付書に基づき保険料を納付して

きたので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間中の昭和 51 年２月 28 日に

払い出されており、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未

納は無く、申立人は、付加保険料を加えた保険料を前納で納付する期間も

あるなど、保険料の納付意識は高かったものと認められるにもかかわらず、

２か月間と短期間である申立期間の保険料が未納となっているのは不自然

である。 

また、申立人は、申立人の元夫の昭和 58 年７月１日の就職及び 59 年１

月 11 日の退職に伴う国民年金被保険者資格種別変更手続を行っているな

ど、国民年金の加入手続を適切に行っている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3917 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和46年４月から同年10月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 48 年３月から同年６月まで 

    申立期間①について、私がＡ町役場で国民年金の加入手続をしてから、

地区の人が国民年金保険料を自宅に集金に来たので納付に必要なお金を

同居していた母に渡し、母に納付をお願いした。その後、再び国民年金

に加入しなければならなくなったので、昭和 49 年２月頃、Ｂ市役所

（現在は、Ｃ市役所）Ｄ支所で国民年金の加入手続をしたところ、申立

期間①の保険料が未納になっていると指摘され、遡って同支所窓口で再

度納付したはずである。 

申立期間②について、昭和 49 年２月頃、Ｂ市役所Ｄ支所で国民年金

の加入手続をした時に、その場で説明を受け、納付できる金額だったの

で遡って同支所窓口で納付したはずである。 

申立期間の国民年金保険料が納付されたことになっていないことに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①の１回目の保険料納付について、申立人は、地区の人が国

民年金保険料を自宅に集金に来たので納付に必要なお金を同居していた

その母に渡し、納付をお願いしたとしているところ、申立人が所持する

Ａ町の住所が記載された国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から、昭和46年５月から同年６月頃までに払い

出されたと推認でき、その時点では、申立期間①の保険料は納付するこ

とが可能である上、Ａ町役場によれば、当時、現年度保険料の納付方法



                      

  

の一つとして地域の区長が集めて回っていたとしており、申立人の申述

に不自然さはみられない。 

また、申立人が、７か月と短期間である申立期間①の国民年金保険料

を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

一方、申立期間①の２回目の保険料納付について、申立人は、昭和49

年２月頃、Ｂ市役所Ｄ支所で国民年金の加入手続をしたところ、その母

が納付したはずの保険料が未納になっていると指摘され、申立期間①の

保険料を遡って同支所窓口で納付したとしているが、Ｃ市役所によれば、

当時のＢ市役所Ｄ支所では、現年度保険料以外の国民年金保険料は市役

所窓口で納付することはできなかったとしており、申立人の申述は当時

の取扱いと符合しない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ市役所Ｄ支所で国民年金の加入手

続をした時に、その場で説明を受け、納付できる金額だったので同支所

窓口で遡って納付したはずであるとしている。しかしながら、申立人が

所持する複数の年金手帳の記録では、申立期間②以前の昭和 46 年 11 月

４日にＡ町の住所で国民年金被保険者資格を喪失してから申立期間②以

降の 49 年２月 16 日にＢ市（現在は、Ｃ市）の住所で国民年金被保険者

の資格を取得するまでの間、国民年金に加入したことを示す記録は見当

たらず、オンラインによれば、申立期間②は国民年金に加入していない

期間とされていることから、申立期間②は国民年金未加入期間と推認さ

れ、申立期間②は、制度上保険料を納付することはできない期間である。 

また、申立人は、昭和 49 年２月頃、Ｂ市役所Ｄ支所窓口で申立期間

②の保険料を納付したとしているが、この時点では、申立期間②のうち、

48 年３月の保険料は過年度保険料となり、当時の同支所窓口では現年

度以外の保険料を納付することはできず、申立人の申述は当時の取扱い

と符合しない。 

さらに、申立人が申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに同期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 46 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4720 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を、平成３年１月から同年６月までは 36 万円、同年７月から４年

２月までは 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から４年３月 26 日まで 

    私が株式会社Ａに勤務中には減給の通知は無かったが、私の平成３年

１月から４年２月までの期間の標準報酬月額が 36 万円又は 50 万円から

９万 8,000 円に引き下げられており、この処理については納得がいかな

いので、申立期間の私の標準報酬月額を正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、当初、申立人の株式会社Ａにおける申立期間

に係る標準報酬月額は、申立人が主張する平成３年１月から同年６月まで

は 36 万円、同年７月から４年２月までは 50 万円と記録されていたところ、

当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日（４年３月 26 日）の後の

同年 12 月８日付けで、３年１月１日に遡及して標準報酬月額が９万

8,000 円に引き下げられている。 

   なお、株式会社Ａに係る閉鎖登記簿謄本によると、申立人は、申立期間

当時、取締役であったことが確認できるが、申立人は、Ｂ業務に従事して

おり、経営にも関与したことはないとしているところ、同社の経理を担当

していたとする会計事務所は、同社の重要事項の決定は総務担当役員が行

っていた旨を供述していることを踏まえると、申立人が当該訂正処理に関

与していた事情はうかがえない。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について



                      

  

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年１月から同

年６月までは 36 万円、同年７月から４年２月までは 50 万円と訂正するこ

とが必要と認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、70万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年６月 30 日 

    Ａ社から平成 20 年６月 30 日に支給された賞与の記録が国（厚生労働

省）の記録となっていない。賞与支払明細書を提出するので、確認して、

賞与の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された賞与支払明細書及びＡ社から提出された夏期賞与

一覧等により、申立人は、申立期間において、同事業所から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、申立人から提出された賞与支

払明細書及びＡ社から提出された夏期賞与一覧等により確認できる保険料

控除額から、70 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出していない可能性があるとし

ているが、当時の資料が無いため届出を行ったか否かについては不明とし

ていることから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4725 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、平成 16 年 12 月 10 日の標準賞与額に係る記録を 64 万 2,000 円、17

年７月８日の標準賞与額に係る記録を 67 万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 10 日 

                          ② 平成 17 年７月８日 

        平成 16 年 12 月 10 日及び 17 年７月８日に賞与の支給があったが、賞

与から保険料が控除されているにもかかわらず、オンライン記録では両

標準賞与額の記録が無い。調査して両標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書及び株式会社Ａが保管している申立人の賞与個人別台帳から、

申立人は、申立期間①及び②において、その主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

また、賞与明細書において確認できる賞与額から、申立期間①の標準賞

与額については、64 万 2,000 円、申立期間②の標準賞与額については、

67 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該賞与に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は届出漏れがあったと認めていることから、その結果、

社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4726 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失

日に係る記録を昭和 34 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月 10 日から同年５月１日まで 

    昭和 24 年４月５日にＣ社（27 年６月＊日にＡ社に改称）に入社し、

56 年９月１日まで継続して勤務したが、Ａ社Ｄ支社の 34 年４月 10 日

から同年５月１日までの厚生年金保険被保険者記録が無い。調査して被

保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社及び複数の元同僚の供述から、申立人が

申立期間においてＡ社（同社Ｂ支社から同社Ｄ支社に異動）に勤務してい

たことが認められる。 

また、申立期間当時、Ａ社Ｄ支社に勤務していた元上司は、「私は、昭

和 34 年４月 10 日ころにＡ社Ｅ支社からＤ支社（Ｄ支社は、34 年５月＊

日に設立されると同時に健康保険厚生年金保険の適用事業所となったもの

であり、それ以前の同年４月 10 日ころは同支社準備室として存在）に異

動した。そのころ、申立人もＡ社Ｂ支社からＤ支社に異動し、一緒に勤務

した。また、申立人とはＡ社の社宅に住み、給与はＡ社本社から支給され、

厚生年金保険料も控除されていた。私の厚生年金保険の記録では 34 年５

月１日にＡ社Ｅ支社からＤ支社に異動したことになっているので、申立人

も同じ取扱いになるはずだと思う。」と供述しているところ、当該元上司

の同社Ｅ支社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日は、34 年５月１日



                      

  

となっていることを踏まえると、申立人についても、当該元上司と同様の

取扱いがなされたものと推認される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ支社に

おける昭和 32 年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、

１万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4731 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ院（現在は、Ｂ院）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 60 年６月２日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額に係る記録を 12 万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年６月２日から同年８月１日まで 

    昭和 60 年６月２日から同年 12 月１日までの間、Ａ院にＣ職として継

続して勤務し、この間、給与から厚生年金保険料を控除されていたが、

申立期間の被保険者記録が無いので、調査の上、被保険者期間として認

めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   事業所から提出された人事記録及び複数の元同僚の供述により、申立人

がＡ院に昭和 60 年６月２日から継続して勤務していたことが認められる。 

   また、事業所は、「申立期間当時から厚生年金保険の資格取得に関して

は、職員及び非常勤職員の区別なく一律に加入させ、厚生年金保険料も控

除していた。昭和 59 年から 63 年にかけて非常勤職員であったＤ職らに、

申立人と同様の事案が相次いでいることから、当該期間において社会保険

加入事務に何らかの問題があったものと推察される。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 60 年８月の社会保険

事務所（当時）の被保険者記録から、12 万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



                      

  

事業主は、申立期間当時、申立人を含む多数の非常勤職員について、社会

保険加入事務に何らかの問題があったものと推察されるとして、資格取得

に係る届出に誤りがあったと認めていることから、事業主は、社会保険事

務所における記録どおりの届出を行い、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る申立期間の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（19 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 19 万円に訂正

することが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年６月１日から同年７月１日まで 

    昭和 48 年４月１日から平成 12 年３月 31 日までの間、Ａ市所在のＢ

社に継続して勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたが、申

立期間の標準報酬月額は、当時の給与明細書に記載されている保険料控

除額とは異なり、引き下げられた記録となっている。給与明細書を提出

するので、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   給与明細書から、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬

月額（19 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、過失により 17 万円の標準報酬月額に相当する報酬月額の届出

を行ったことを認めており、また、厚生年金基金が保存していた申立期間

に係る報酬月額の届出においても、報酬月額が 17 万円となっていること

から、事業主が 17 万円を報酬月額として社会保険事務所（当時）に届け、

その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4733 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 58 年８月 19 日）及び資格

取得日（59 年９月 11 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 24 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年８月 19 日から 59 年９月 11 日まで 

私は、昭和 56 年９月１日から平成３年２月 11 日までＡ株式会社に継

続して勤務していたが、社命によりＢ国へ行き同社現地法人の「Ｃ社」

に副社長（営業担当）として勤務していた期間のうち、申立期間の被保

険者記録が無い。給与は毎月、本社から口座に振り込まれ、厚生年金保

険料も控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社が保管する申立人に係る「退職金計算書」、雇用保険の「被

保険者資格取得等確認通知書」及び「被保険者資格喪失確認通知書（事業

主通知用）」、申立人の雇用保険の加入記録、パスポートの渡航記録、改

製原戸籍及び改製原附票の記載事項並びに当該事業所の複数の元取締役及

び元同僚の供述から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務（昭和

58 年２月 12 日にＢ国へ行き、本社営業部から同社現地法人「Ｃ社」に異

動。61 年９月 15 日に帰国し、当該法人から本社営業部に異動。）してい

たことが認められる。 

また、申立人の申立期間当時、当該法人に勤務していた経理担当の元同

僚は、「Ａ株式会社本社との雇用関係は継続していた。厚生年金保険、健



                      

  

康保険についても継続していると聞いた。」と供述している。 

さらに、当該事業所の複数の元取締役及び元同僚は、「Ｃ社は、Ａ株式

会社本社の営業部門の一部を海外に設置したもので、申立人との雇用関係

は継続していた。」と回答し、うち二人の元取締役は、「厚生年金保険、

健康保険についても、本社と変わらなく継続していた。」と供述している

上、別の元同僚の一人は、「Ｃ社への指揮命令は、本社から指示していた。

給与も本社から支払っていた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 58 年７月及

び同年 10 月に係る被保険者原票の記録から 24 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主

から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないに

もかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え難い

ことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の

届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申立人に係る昭和 58 年

８月から 59 年８月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4734 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪

失日に係る記録を平成５年４月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額

に係る記録を４年７月から同年９月までは38万円、同年10月から５年３月

までは41万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間②について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められる

ことから、申立期間②の標準報酬月額を41万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年７月 31 日から５年４月１日まで 

             ② 平成５年４月１日から６年４月 28 日まで 

        Ａ株式会社に勤務していた期間の一部である申立期間①が厚生年金保

険の未加入期間となっており、また、申立期間②の標準報酬月額が実際

の報酬額より少なく記録されている。申立期間を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供

述により、申立人が申立期間①にＡ株式会社で勤務していたことが認め

られる。 

また、申立人の給与明細書及び給与所得の源泉徴収票から、申立期間

①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

さらに、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の平成４年６



                      

  

月のオンライン記録、申立人の給与明細書及び給与所得の源泉徴収票

（訂正されたオンライン記録では、当初、同年 10 月に 41 万円と記録さ

れていた。）から、同年７月から同年９月までは 38 万円、同年 10 月か

ら５年３月までは 41 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、社会保険事務所の記録におけるＡ株式会社の資

格喪失日（平成４年７月 31 日）が厚生年金基金の記録における資格喪

失日と同日になっており、厚生年金基金及び社会保険事務所の双方が誤

って同じ資格喪失日と記録することは考え難いことから、事業主が同年

７月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る同年７月から５年３月までの保険料の納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

２ 申立期間②については、Ａ株式会社のオンライン記録においては、当

初、申立人の申立期間②の標準報酬月額を申立人が主張する 41 万円と

記録されていたところ、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日

（平成６年４月 28 日）の後の同年６月８日付けで、申立人を含む 25 人

について標準報酬月額が減額訂正されており、申立人の場合、当該期間

の標準報酬月額は、30 万円に遡って減額訂正されていることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、

申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は事業主が社会保険

事務所に当初届け出た、41 万円と訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4735 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を平成５年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に係

る記録を４年７月から５年３月までは26万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

申 立 期 間 ： 平成４年７月 31 日から５年４月１日まで 

        Ａ株式会社に勤務していた期間の一部である申立期間が厚生年金保険

の未加入期間となっている。申立期間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供述に

より、申立人が申立期間にＡ株式会社で勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様の業務をしていたとする複数の同僚から提出された

給与明細書では、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の平成４年６月のオ

ンライン記録及び同僚の給与明細書から、同年７月から５年３月までは

26 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、社会保険事務所（当時）の記録におけるＡ株式会社の

資格喪失日（平成４年７月 31 日）が厚生年金基金の記録における資格喪

失日と同日になっており、厚生年金基金及び社会保険事務所の双方が誤っ

て同じ資格喪失日と記録することは考え難いことから、事業主が同年７月

31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に



                      

  

係る同年７月から５年３月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4737 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年１月２日から同年９月１日まで

の期間について厚生年金保険被保険者であったことが認められることから、

申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を同年１月２日、

資格喪失日に係る記録を同年９月１日とし、当該期間の標準報酬月額に係

る記録を 60 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18 年１月７日から 20 年９月１日まで 

    申立期間はＡ株式会社Ｂ工場に在籍していたが、厚生年金保険の記録

が無い。同工場には昭和 18 年１月から勤務していたが、20 年１月２日

にＣ軍に召集となり、戦後の同年８月末日まで出征していたが、給与は

同社から支給されていたので、申立期間において厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間のうち、昭和 20 年１月２日から同年９月１日まで

の期間については、Ａ株式会社からの回答及び同社が作成し保管する同

社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険番号簿（申立人の健康保険被保険

者資格取得日は 18 年１月７日、資格喪失日は 20 年９月１日）により、

申立人は、同社に在籍していたことが認められる。 

また、Ａ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で

は、申立期間の厚生年金保険加入記録は確認できないが、Ｄ県発行の軍

歴証明書によると、申立人は、昭和 20 年１月２日にＣ軍に召集され、

同年８月 31 日に「召集解除」とされたことが確認できる。 

さらに、厚生年金保険法第 59 条の２では、昭和 19 年 10 月１日から

22 年５月２日までに被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間につ

いては、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、

被保険者期間として算入する旨が規定されている。 

したがって、申立人がＣ軍に召集されていた期間については、仮に被

保険者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条の規定



                      

  

による、時効によって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の

計算の基礎となる被保険者期間とすべきであるものと考えられる。 

以上のことから、申立期間のうち、昭和 20 年１月２日から同年９月

１日までの期間については、申立人は、厚生年金保険の被保険者であっ

たことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社が保管する同

社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者番号簿の健康保険の標準

報酬の記録から、60 円とすることが妥当である。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 18 年１月７日から 20 年１月２日までの

期間については、Ａ株式会社では、「当社が作成し保管しているＢ工場

に係る健康保険厚生年金保険番号簿により、申立人が健康保険に加入し

ていたことは確認できるが、申立人の被保険者欄に厚生年金保険被保険

者記号番号が記載されておらず、ほかに資料が無いことから、申立人の

厚生年金保険加入は確認できない。」と回答している。 

また、前記健康保険厚生年金保険番号簿に登載されている被保険者の

うち、厚生年金保険被保険者記号番号の記載が無い５人(申立人を含む)

は、いずれもＡ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において厚生年金保険被保険者記録が無い。 

このほか、当該期間において、申立人が給与から厚生年金保険料を控

除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 18 年１月７日から 20 年１

月２日までの期間に係る労働者年金保険料又は厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4738 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社の資格喪失日に係

る記録を平成 16 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を 22 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年４月 30 日から同年５月１日まで 

    Ａ株式会社に昭和 61 年７月 12 日に入社し、62 歳の定年退職日の平

成 16 年＊月＊日まで正社員のＢ職として、勤務して退職した。所持し

ている 16 年４月度の給与明細書から厚生年金保険料が控除されており、

雇用保険被保険者離職票の退職日が 16 年４月 30 日となっているが、

社会保険庁（当時）の記録では申立期間の記録が無い。申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した雇用保険の離職票により、Ａ株式会社における離職日

は平成 16 年＊月＊日であり、申立期間は当該会社に勤務していたことが

認められる。 

   また、申立人が提出した平成 16 年４月度の給与明細書から、同年４月

に係る報酬月額が 22 万 2,250 円、厚生年金保険料として１万 9,012 円が

控除されていることが確認できる。 

   一方、Ａ株式会社は、「申立人は、定年退職であるため平成 16 年＊月

＊日まで在職しており、厚生年金保険の資格喪失日は同年５月１日である。

会社の事務処理に誤りがあり、誤った資格喪失日を届け出てしまった。ま

た、当該保険料を申立人の給与から控除していたが、社会保険事務所（当

時）に納付は行っていなかった。」と回答している。なお、当該会社の就



                      

  

業規則には、「62 歳となった当該月の給与締切日（月末日）を定年退職

とする。」と規定されている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見

合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、上記給

与明細書で確認できる報酬月額から、22 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ株式会社は届出の誤り及び保険料の納付を行っていないことを認めてい

ることから、事業主は平成 16 年＊月＊日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る 16 年４月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4740 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額（３万

6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を３

万 6,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 10 月から 38 年９月まで 

② 昭和 51 年６月 16 日から同年７月１日まで 

   申立期間①については、昭和 37 年 10 月１日にＡ株式会社（現在は、

株式会社Ｂ）Ｃ工場から同社Ｄ工場に転勤になったが、Ｄ工場における

同年 10 月から 38 年９月までの標準報酬月額が給与明細書の報酬額と違

うので訂正してほしい。 

申立期間②については、Ａ株式会社からグループ企業であるＥ株式会

社（現在は、Ｆ株式会社）に異動になった際に厚生年金保険の期間に１

か月の空白がある。継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が保管するＡ株式会社Ｄ工場の給与明

細書により、申立人は、申立期間①において、その主張する標準報酬月

額（３万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、確認できる資料が無いため不明としているこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行っ

たとは認められない。 

 

２ 申立期間②については、雇用保険の記録により、申立人がＡ株式会社

Ｇ事務所を昭和 51 年６月 30 日に離職し、Ｅ株式会社において、同年７

月１日に資格を取得していることが確認できる。 

しかしながら、申立人が保管するＡ株式会社の昭和 51 年６月分の給

与明細書から厚生年金保険料を控除されていることが確認できるが、ほ

かの月分の給与明細書により保険料は翌月控除であることが確認できる

ことから、当該厚生年金保険料は同年５月の保険料であることが認めら

れる。 

また、Ｅ株式会社の昭和 51 年７月分の給与明細書からは厚生年金保

険料の控除は無く、同年８月分の給与から厚生年金保険料が控除されて

いることが確認できることから、当該厚生年金保険料は、同年７月分で

あることが認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4743 

 

第１ 委員会の結論  

  申立期間のうち、昭和 24 年５月１日から 25 年３月 18 日までの期間に

ついて、Ａ事務所は、申立人が 24 年５月１日に厚生年金保険被保険者資

格を取得し、25 年３月 18 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対して行ったことが認められることから、申立人の厚

生年金保険被保険者資格の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 24 年５月から同

年９月までの期間は 7,000 円、同年 10 月から 25 年２月までの期間は

8,000 円とすることが妥当である。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年 10 月１日から 25 年３月 18 日まで 

夫の遺品の中にあったＢ手帳及びＣ証に記載されているＤ社の退職年

月日と、年金事務所発行の被保険者記録照会回答票の資格喪失日が明ら

かに違っているので、調査の上、申立期間を被保険者期間として認めて

ほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立人は、申立期間において、Ｄ社に勤務していたと申し立てている

ところ、申立人が所持するＢ手帳及びＣ証並びにＥ事務所からの回答か

ら、申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことが認めら

れる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、Ａ

事務所（Ｄ社の事業所名が併記）において厚生年金保険の被保険者資格

取得日が昭和 24 年５月１日、資格喪失日が 25 年３月 18 日となってい

る未統合の被保険者記録が確認できる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 24 年５月１日に被保険

者資格を取得した旨の届出及び 25 年３月 18 日に被保険者資格を喪失し

た旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険被保険者台

帳（旧台帳）により、昭和 24 年５月から同年９月までを 7,000 円、同

年 10 月から 25 年２月までを 8,000 円とすることが妥当である。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 23 年 10 月１日から 24 年５月１日まで

の期間については、Ｂ手帳及びＣ証により、申立人がＤ社に勤務してい

たことは認められる。 

しかしながら、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及

びＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人は、昭

和 23 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同工場も同年

10 月 22 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認

できる。 

また、Ｄ社の事業主は連絡先不明で照会することができない上、同僚

３人に照会し一人から回答を得たものの、申立人を記憶していなかった。 

さらに、申立人が当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の

申立てどおりの届出が事業主により行われた資料も見当たらない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

   



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4746 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年６月６日から同年 12 月１日まで

の期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）

における資格取得日に係る記録を同年６月６日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を９万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

                           

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年５月 12 日から 53 年 12 月１日まで 

ねんきん特別便によると、私のＡ株式会社における厚生年金保険資格

取得日は、昭和 53 年 12 月１日とあるが、私は同年５月に同社に入社し

た。また、私が所持しているＣ基金が発行した同社における厚生年金基

金加入員証の「取得（入社）年月日」欄には、同年５月 12 日と記載さ

れていることが確認できるため、日本年金機構の記録に納得がいかない。 

第三者委員会で調査の上、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の記録から、申立人は、Ａ株式会社において、昭和

53 年６月６日に資格を取得していることが確認できるところ、申立期間

当時の事業主は、「試用期間を経た後、厚生年金保険と雇用保険は同時に

資格を取得させていたはずである。」と供述している上、当時の経理担当

者からも、「申立人の厚生年金保険の資格取得日が、雇用保険の資格取得

日より６か月も遅いのは不自然である。申立人もほかの社員同様、雇用保

険の資格取得と同時期から厚生年金保険料も控除されていたはずであ

る。」との供述が得られた。 

また、昭和 51 年 11 月から 55 年３月までの間に、Ａ株式会社において、

厚生年金保険及び雇用保険の資格を取得している女性の同僚６人を調査し



                      

  

たところ、申立人と同種の仕事に従事していた一人を含む５人について両

保険の資格取得日が同時であることが確認でき、残りの一人については、

厚生年金保険の取得日が雇用保険の取得日より約１か月早くなっているこ

とが確認できた。 

一方、申立期間のうち、昭和 53 年５月 12 日から同年６月６日までの期

間については、Ａ株式会社がＤ基金（当時はＣ基金）に届け出た｢厚生年

金基金 基金発足時加入員届｣から、申立人の同社における入社年月日は

53 年５月 12 日であることが確認できるものの、前述のとおり、当時の事

業主及び経理担当者は厚生年金保険と雇用保険の資格取得日は同時であっ

た旨を供述している上、現在の事業主であるＢ株式会社は、「申立期間当

時の社会保険等に関する関連資料は保存していない。」と回答しており、

当該期間における申立人の厚生年金保険料の控除等について供述を得るこ

とができなかった。 

このほか、申立人の昭和 53 年５月 12 日から同年６月６日までの期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年

６月６日から同年 12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 53 年 12 月の健康保険

厚生年金保険被保険者原票の記録から、９万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否につ

いては、事業主は不明としているが、仮に事業主から申立てどおりの資格

取得届が提出された場合には、その後、当該期間に行われるべき事業主に

よる健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく

定時決定などのいずれの機会においても、社会保険事務所（当時）がこれ

を記録しないとは考え難いことから、事業主が、昭和 53 年 12 月１日を資

格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６

月から同年 11 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4748 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間①は

31 万円、申立期間②は 32 万 4,000 円、申立期間③は 36 万 1,000 円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立人の申立期間に係る標準賞与額を申立期間①は 31

万円、申立期間②は 32 万 4,000 円、申立期間③は 36 万 1,000 円に訂正す

ることが必要である。 

 なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、申立期間①は履行していな

いと認められ、申立期間②及び③は明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月 10 日 

             ② 平成 18 年７月 10 日 

             ③ 平成 20 年７月 10 日 

    勤務先のＡ社により上記申立期間に支給された賞与に相応する厚生年

金保険料を控除されていたが、年金事務所にはその記録が無い。調査

の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管していた給与支給明細書（賞与）及び事業主が提出した賞

与明細書から、申立てに係る賞与において源泉控除された厚生年金保険料

額及び実際に支給された賞与額が確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、申立期間



                      

  

①は 31 万円、申立期間②は 32 万 4,000 円、申立期間③は 36 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、申立期間①については、Ｂ組合の

記録においても当該標準賞与額の記録が確認できず、事業主が申立てに係

る賞与の届出を行ったにもかかわらず、健康保険組合及び社会保険事務所

（当時）の双方が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主は

申立人に係る賞与額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会

保険事務所は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

一方、申立期間②及び③については、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4749 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、平成

３年６月 21 日から同年７月１日までの期間については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の同社における資格取得日を同年６月 21 日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額に係る記録を 44 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月 21 日から同年７月１日まで 

社会保険庁（当時）の記録によると、Ａ株式会社における厚生年金

保険の被保険者資格取得日が平成３年７月１日になっているが、同年

６月 21 日から勤務していた。納得できないので、資格取得日を３年

６月 21 日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社が保管している申立人の申立期間に係る「タイムカード」、

「企業年金保険被保険者名簿履歴書」、「企業年金保険給付金請求書（適

年型）」、平成８年８月 30 日付けの「資格取得時の訂正申請書及び理由

書」及びＢ社会保険事務所（当時）による同年 10 月 21 日付けの確認印が

ある「厚生年金保険被保険者資格確認及び標準報酬月額決定通知書」によ

り、申立人が３年６月 21 日から同社に勤務していたことが認められる。 

また、同僚の「申立人の平成３年６月 21 日入社は、給与の締め日（毎

月 20 日）に合わせたものであり、同年７月 21 日支払の給与から同年６月

の保険料が当然控除されていたものと思われる。」との供述に事業主も同



                      

  

意している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社会保険事務所による平

成８年 10 月 21 日付けの確認印がある「厚生年金保険被保険者資格確認及

び標準報酬月額決定通知書」により申立期間の標準報酬月額として届出さ

れた標準報酬月額から、44 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、当初の届出が誤りであったために、訂正届

を提出したことを認めており、事業主が保管しているＢ社会保険事務所に

よる平成８年 10 月 21 日付けの確認印がある「厚生年金保険被保険者資格

確認及び標準報酬月額決定通知書」により、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後に資格取得日を訂正する届出がなされていることが

確認できることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4751 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社ＡのＢ工場における厚生年金保険の被保険者期間につ

いては、事業主は、申立人が昭和 18 年２月１日に資格を取得した旨の届

出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申立人

の当該事業所に係る資格喪失日は、20 年５月 31 日であったと認められる

ことから、18 年２月１日から 20 年５月 31 日までとすることが必要であ

る。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 18 年２月から 20 年１

月までは 70 円、同年２月から同年４月までは 100 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18 年２月１日から 22 年頃まで 

    昭和 18 年２月から株式会社ＡのＢ工場（以下「Ｃ社」という。）に

Ｄ係として勤務したが、勤務した期間における厚生年金保険の記録が無

い。身分証明書を提出するので 18 年２月から 22 年頃までの期間につい

て厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人から提出された身分証明書の発行元であるＣ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳において、申立人

と同姓同名で同一生年月日（ただし、日の記載無し）である者が、昭和

18 年２月１日に被保険者資格を取得し、20 年２月に標準報酬月額が改定

されているが、被保険者資格の喪失日が空白となっている記録が確認でき

る。 

一方、同僚の一人が「申立人は、自分が応召され、入営する昭和 20 年

５月はじめ頃は、Ｃ社でＤ係として勤務していた。」と述べており、申立



                      

  

人から提出された申立人の身分証明書には、勤務先がＣ社、役職がＤ係、

発行年月日が 18 年５月１日と記録されているとともに、前述の被保険者

記録は 65 歳に到達しているにもかかわらず未統合となっていることから、

当該記録は申立人の記録と認められる。 

また、当該未統合になっている被保険者記録には資格喪失日が記載され

ていないが、このことについて、日本年金機構Ｅ事務センターでは「当該

事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿は、昭和 20 年４月の空襲に

より焼失し、現存する健康保険厚生年金保険被保険者名簿については、当

該空襲の後に復元した名簿に基づくものと考えられる。」と回答している

が、当該復元されたと考えられる名簿においては、申立人を含めほとんど

の被保険者について、資格の喪失が記録されていない。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いこ

との原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による健康保険厚生年金保

険被保険者名簿への記入漏れ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失

等の可能性が考えられるが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の大規模

な焼失等から半世紀も経た今日において、保険者も健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主に

その原因がいずれにあるかの特定を行わせることは不可能を強いるもので

あり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないと言うべき

である。 

以上を踏まえて本件をみるに、申立人が昭和 20 年５月頃まで継続勤務

した事実が推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主

がその届出を行った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、

この推認を妨げる特段の事情は見当たらないことなどの諸事情を総合して

考慮すると、事業主は、申立人が 18 年２月１日に厚生年金保険被保険者

資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認められ、かつ、

申立人の当該事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は 20 年

５月 31 日とすることが妥当と判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、Ｃ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿における未統合記録から、昭和 18 年２月から 20

年１月までは 70 円、同年２月から同年４月までについては 100 円とする

ことが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

健康保険厚生年金保険被保険者名簿が焼失したことから、現存する厚生年

金保険の記録に相当の欠落が見られるなど、記録の不完全性が明らかな場

合においては、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又

は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった適切な取

扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になさ



                      

  

れているとは言えない。 

一方、申立期間のうち、昭和 20 年５月 31 日から 22 年頃までの期間に

ついては、当時、申立人と同居していた申立人の姪が「申立人は、Ｃ社に

２年ほど勤めた後、軍隊に行った。」と述べているが、軍籍記録について、

厚生労働省援護局、住所地であったＦ地及び本籍地であるＧ県において、

申立人の記録は確認できず、このほか、申立人の当該期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。  

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4753 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人に係るＡ株式会社における資格喪失日は、昭

和 56 年７月 21 日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、26 万円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年２月 28 日から同年７月 21 日まで 

 社会保険庁（当時）の記録では、昭和 56 年２月 28 日から同年７月

21 日までの厚生年金保険の被保険者としての記録が無い。56 年３月か

らＡ株式会社が設立母体となった株式会社Ｂに異動し、同社で経理を担

当した。当該期間、会社に勤務したことが分かる資料を提出するので調

査の上、この期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の供述及び雇用保険の記録により、申立

人がＡ株式会社及び同社が設立母体となった株式会社Ｂに継続して勤務し

ていたことが確認できるが、オンライン記録では、昭和 56 年２月 28 日に

厚生年金保険の被保険者資格を喪失している。 

一方、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同社

における申立人の資格喪失日は、当初、昭和 56 年７月 21 日と記録されて

いたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった同年２月

28 日より後の 57 年１月６日付けで 56 年２月 28 日に訂正されていること

が確認できるほか、同僚６人についても同様に訂正されていることが確認

でき、かつ、当該訂正前の記録及び商業登記簿から、同日において、同社

が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該適

用事業所でなくなったとする処理を行う合理的理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立



                      

  

人が昭和 56 年２月 28 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無

く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申

立人の資格喪失日は、申立人の訂正前の喪失日である 56 年７月 21 日であ

ると認められる。 

また、昭和 56 年２月から同年６月までの標準報酬月額については、社

会保険事務所における当該訂正前の記録から、26 万円とすることが妥当

である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4754 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を訂

正することが必要である。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、申立期間①は 23 万

5,000 円、申立期間②は 35 万 6,000 円、申立期間③は 24 万円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 59 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年２月１日 

② 平成 19年 12月 10日 

③ 平成 20年２月１日 

ねんきん定期便では、Ａ社で勤務していた期間のうち、平成 18 年冬

期分賞与、19 年夏期分賞与、同年冬期分賞与の記録が無いが、賞与か

ら保険料を控除されているのに、会社からの賞与支払の届出が未提出と

なっており、厚生年金保険の記録に反映されていないので、申立期間に

ついて、標準賞与の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の給与振込口座の普通預金通帳によると、

平成 19 年２月１日付けで｢Ｂ｣の印字と 19 万 8,202 円の振込みが確認で

きる。 

 また、申立人は、平成 18 年 12 月の冬期賞与は遅延し、19 年２月１

日に振り込まれたと供述しているところ、申立人と同じくＡ社Ｃ部にお

いてＤ業務を行っていた同僚３人も同様に遅延して支給されたことを供

述している。 

さらに、複数の同僚の賞与支給記録及び申立人の賞与明細書等により、



                      

  

Ａ社における平成 18 年夏期賞与から 20 年夏期賞与までの継続した賞与

支給と事業主による継続した賞与からの保険料控除が確認できることか

ら、遅延して 19 年２月１日に支給された当該 18 年冬期分賞与について

も事業主により厚生年金保険料が控除されていたと判断できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①について、厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることか

ら、申立期間①に係る標準賞与の記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間①に係る標準賞与額は、申立人の普通預金通帳におけ

る賞与振込額並びに同僚の標準賞与額及び賞与明細書等から、23 万

5,000 円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間②について、申立人から提出された平成 19 年 12 月分の賞与

明細書により、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立期間②の標準賞与額については、賞与明細書におい

て確認できる賞与額から、35 万 6,000 円とすることが妥当である。 

 

  ３ 申立期間③について、申立人と同職種で同期の同僚二人が所持する平

成 19 年夏期賞与支給に係る控除内訳書において、当該期間に係る厚生

年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、当該内訳書及び普通預金通帳によると、当該同僚二人の申立期

間①から③までの賞与支給額及び賞与振込額が同額であるところ、申立

人の申立期間①及び②の賞与支給額及び賞与振込額も当該同僚二人と同

額であることが確認でき、申立期間③に係る賞与振込額において、当該

同僚二人と同額であることを踏まえると、申立期間③の賞与支給額につ

いても同額であったと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準賞与額については、申立人の普通預金通帳に

おける賞与振込額及び当該同僚二人の平成 19 年夏期賞与支給に係る控

除内訳書において確認できる賞与支給額から、24 万円とすることが妥

当である。 



                      

  

 

  ４ なお、申立人の当該賞与に係る保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主からの回答は無く、不明であり、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該賞与に係る保険料を徴収する権利が時効により消滅

する前に、事業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4755 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと

認められることから、申立期間の標準報酬月額を 18 万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月 16 日から４年１月 31 日まで 

    日本年金機構からの連絡文書で、株式会社Ａに勤務していた期間の標

準報酬月額の記録に誤りがある可能性を知った。給与振込通帳等の資料

は残っていないが、当時一緒に勤務していた妹から、第三者委員会に申

立てをし、記録が訂正されたと聞いたので、私の記録も訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、株

式会社Ａが厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年１月 31 日よ

り後の同年３月 19 日付けで、当初記録されていた 18 万円が９万 2,000 円

に遡って減額訂正されていることが確認できる。 

   また、株式会社Ａの商業登記簿謄本により、申立人は、取締役であった

ことが確認できるが、当時の代表取締役は、「申立人が担当していたのは

一般事務であり、社会保険に関する事務は行っていなかった。減額訂正処

理に関しては、当時社会保険関係の処理を依頼していた社会保険労務士か

ら大まかな説明を受け、私が処理を指示したもので、申立人は関与してい

ない。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような訂

正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立期間における標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 18 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4756 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められることから、株式会社Ａ（現在は、株式会社

Ｂ）における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日

（昭和 29 年３月１日）及び資格取得日（30 年３月１日）を取り消し、申

立期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：  昭和 29 年３月１日から 30 年３月１日まで 

株式会社Ａには昭和 23 年４月１日から 58 年６月 30 日まで勤務した

が、同社Ｃ支店に勤務中に私傷病休職をした 29 年３月１日から 30 年３

月１日までの厚生年金保険被保険者としての記録が無いので、調査して、

記録を回復してほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂから提出された回答書、同僚の証言及び雇用保険の被保険者

記録から判断すると、申立人が、申立期間においても株式会社Ａに継続し

て勤務していたことが認められる。  

また、申立人は、申立期間には、その６か月前から私傷病のために休職

していたとしており、３人の同僚も、「申立人が申立期間のころに病気療

養のために休職していた。」と供述しているところ、株式会社Ｂは、「現

在は休職時に被保険者資格を喪失することはなく、当時も同じ扱いであっ

たと思う。」と回答している上、当該３人の同僚も、「当時から、休職者

が被保険者資格を喪失されることはなかった。」と供述している。 

さらに、当該３人の同僚及び株式会社ＡのＣ支店において同僚だったこ

とが確認できた二人の同僚には、申立期間及びその前後の期間に、厚生年

金保険被保険者としての記録の欠落は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、事業主は、申立期間当

時の休職中の給与の取扱いについて、「昇給を実施したかは不明であり、

休職が６か月を経過した時点で給与支給を止めて、傷病手当金支給に切り

換えていた。」としていることから、申立人の昭和 29 年２月の株式会社

Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録に基づき、8,000 円と

することが妥当である。  

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としている

が、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されて

いないにもかかわらず、社会保険事務所(当時)がこれを記録することは考

え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び

取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申立人に係る昭和

29 年３月から 30 年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年８月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 32 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 52 年８月から 55 年３月まで 

  勤めていた会社が厚生年金保険に加入していなかったので、父が昭和

55 年頃に加入手続をして、そのときに 20 歳まで遡って 32 か月分の国

民年金保険料を一括で納付したはずである。払ったはずの期間がねんき

ん特別便で未納となっていることが分かった。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、

加入手続及び保険料納付をしたとするその父は、高齢で事情を聞くことが

できないため加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿に「受付日 57.7.3」との記載が確

認できることから、申立人の加入手続は昭和 57 年７月３日に行われたと

推認でき、その時点では申立期間は時効により納付できない期間であり、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、

加入手続をした直後の 57 年７月５日に、遡って納付できる最大限の期間

である 55 年４月から 57 年３月までの保険料が納付されていることが、Ａ

市の国民年金被保険者名簿により確認できることから、このことと混同し

ている可能性も否定できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3912 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月及び平成 17 年３月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年 10 月 

             ② 平成 17 年３月 

    私は平成 22 年５月に年金裁定の手続にＡ年金事務所に行ったときに、

申立期間の昭和 57 年 10 月と平成 17 年３月の２か月が未納とされてい

ることが分かった。 

私は昭和 57 年 10 月にそれまでに勤めていた会社を辞め、同年 11 月

から新しい会社に就職した。同年 10 月の国民年金保険料については、

時期は覚えていないがＢ市役所で加入手続をして１か月分の納付書を窓

口で出してもらい、市役所庁舎内のＣ銀行（現在は、Ｄ銀行）で納付し

た。平成 17 年３月の国民年金保険料は、Ｅ銀行Ｆ支店のＡＴＭを使い

現金で納付したと思う。申立期間が未納になっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｂ市の国民年金被保険者記録表により、昭和

57 年 10 月 30 日の国民年金被保険者資格の再取得及び同年 11 月１日の

資格喪失の記録が平成７年５月 23 日の届出によって追加されているこ

とが確認できることから、７年５月に記録の追加が行われるまでは申立

期間①は未加入期間であり、制度上保険料を納付できず、記録追加の時

点では時効により保険料は納付できない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人から提出された平成 17 年分の確定申告

書（控）に計上されている国民年金保険料額は、申立人が納付した 16

年 12 月、17 年１月、同年２月及び同年４月の４か月分の保険料合計額



 

  

に一致している上、申立人は 17 年３月の未使用の保険料納付書を保管

しており、銀行のＡＴＭを利用して保険料を納付したとすると、機械処

理されていることから記録誤りの可能性は少ないと考えられる。 

 

３ 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3913 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年２月から 48 年３月までの期間、49 年７月から 50 年

３月までの期間、51 年１月から同年３月までの期間及び 61 年４月から 62

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年２月から 48 年３月まで 

             ② 昭和 49 年７月から 50 年３月まで 

             ③ 昭和 51 年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 61 年４月から 62 年３月まで 

    会社を辞めて自営業を始めるときに、妻の母から国民年金に入らなけ

ればならないことを言われて、昭和 43 年２月頃に妻の母に同行しても

らって三人でＡ町役場（現在は、Ｂ市役所）に行き、夫婦二人分の国

民年金の加入手続をした。その頃は国民年金保険料が 200 円から 300

円くらいで、加入手続をしたその場で１年くらいまとめて保険料を納

めて、薄い紙の領収書を受け取った。年金手帳はその場ではもらわず、

何年後かに送られてきた記憶がある。加入手続をした後の保険料の納

付は妻に任せていた。申立期間が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年２月頃に夫婦二人分の国民年金の加入手続をした

その場で１年くらいの国民年金保険料をまとめて納付して領収証書を受け

取ったとしているが、Ｂ市では申立期間①当時は年金手帳に国民年金印紙

を貼付する印紙検認方式であったとしており、申立人は印紙により保険料

を納付した記憶が無いとしている上、加入手続後の保険料の納付は申立人

の妻が行い、申立人は納付には直接関与しておらず、その妻も既に他界し

ていることから、保険料の納付状況が不明である。 



 

  

   また、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は昭和 48 年５月頃に

夫婦連番で払い出されており、払出時点では申立期間①の一部は時効によ

り保険料を納付することができず、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人と一緒に国民年金保険料を納付したとするその妻は、い

ずれの申立期間についても国民年金に未加入又は未納である上、申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3915 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月から 61 年３月まで 

昭和 60 年２月に結婚したが夫が国民年金に加入しており、義母にも

勧められたのでＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、義母に 20 万円

を借りてＢ銀行で 20 歳からの未納分をまとめて納付した。 

確かに申立期間の国民年金保険料を納付したのに未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年２月の結婚後Ａ市役所で国民年金の加入手続を行

い、その義母から借りた 20 万円で 20 歳からの国民年金保険料を銀行で納

付したと主張しているが、具体的な加入手続及び国民年金保険料納付に関

する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市の国民年金被保険者名簿

に「手帳交付日 63.６.８」とあること、及び前後の手帳記号番号払出状

況から昭和 63 年６月頃に払い出されたと推認されることから、申立期間

は時効により国民年金保険料は納付できず、その時点では、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立期間直後の昭和 61 年４月から 63 年３月までの国民年金保

険料を 63 年及び平成元年の２回に分けて過年度納付し、その後の保険料

を昭和 63 年に納付していることがオンライン記録から確認でき、その合

計保険料額は申立人が納付したとする金額とおおむね一致していることか

ら、このことと混同している可能性も否定できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納



 

  

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3916 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年５月から 13 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年５月から 13 年３月まで 

    申立期間は学生納付特例制度により免除になっていたが、２年たつと

利息がかかることを知り、急いで平成 16 年８月に社会保険事務所（当

時）に連絡し、追納の申出をした。国民年金保険料は送られてきた納付

書でそれほど間を空けずに 16 万円弱を納付した。申立期間が追納され

たことになっていないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 16 年８月に追納申出をし、送られてきた納付書で申立

期間の保険料を納付したとしているが、オンライン記録により追納申出を

した事実を確認できるものの、Ａ区の「平成 17 年度相当分市民税・県民

税所得回答書」には平成 16 年度分の前納保険料額が社会保険料控除とし

て記載されているが、申立期間に係る追納保険料額は記載されていないな

ど、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、追納したとする時期は、事務処理の機械化が一層進み、記録漏れ

や記録誤り等が生じる可能性は少なくなっていると考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3918 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年 12 月から 12 年１月までの国民年金保険料について

は、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年 12 月から 12 年１月まで 

    私は、平成 10 年 12 月＊日に勤めていた会社が倒産し、国民年金に加

入したが、収入が無くなり、以前に４か月間全額免除申請をして制度を

承知していたので、申立期間についても全額免除申請をＡ市役所で行っ

ていると思う。通知等の書類を探したが該当するものが無く、年金手帳

にも記載は無いが、申立期間が全額免除とされていないことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について全額免除申請をＡ市役所で行っているとし

ているが、Ａ市役所の申立人に係る「国民年金管理カード」には「Ｈ10

未申告により返送」と記載されており、これについてＡ市役所は、全額免

除申請を行ったと考えられる申立人の平成 10 年度の免除申請書は、所得

の未申告を理由に免除申請書を申立人へ返送したものであるとしている。 

また、Ａ市役所は、免除申請は毎年度行う必要があるが、平成 11 年度

の免除申請が行われた記録は無いとしている。 

さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

加えて、申立人が申立期間について、免除の承認を受けたことを確認で

きる資料は無く、ほかに免除の承認を受けたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3919 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年５月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月から 45 年３月まで 

申立期間については、Ａ町の実家で家業の｢Ｂ社｣の従業員として勤務

していた頃、私と父母の国民年金保険料を、自宅に来ていた保険料の集

金人に父が納付していた。父母は昭和 36 年から納付済みであり、私の

後から家業を手伝っていた二人の弟も国民年金に加入し、保険料は納付

済みとなっている。申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は、Ａ町の実家で家業の｢Ｂ社｣の従業員とし

て勤務していた頃、申立人とその父母の国民年金保険料を、自宅に来てい

た保険料の集金人にその父が納付していたとしているが、申立人の国民年

金保険料を納付したとするその父は既に他界しており、証言が得られない

ことから、申立期間における国民年金の加入手続及び保険料の納付状況が

不明である。 

また、申立人が所持する国民年金手帳には、｢資格取得｣が昭和 49 年 10

月 16 日と記載されていること、及び国民年金被保険者台帳（旧台帳）に

も、申立人の資格取得日は同じく 49 年 10 月 16 日と記載されていること

から、申立期間は未加入期間であり、制度上保険料を納付できない期間で

ある。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、昭和 49 年 10 月頃払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、当

委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 



 

  

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3920 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 12 月から 49 年１月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年 12 月から 49 年１月まで 

申立期間については、母に勧められて国民年金に加入し、加入手続は

Ａ市役所で母が行い、その後は私と母の国民年金保険料を自宅に集金に

来ていた郵便局の人かＢ銀行Ｃ支店の集金人に母が納付していた。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、その母に勧められて国民年金に加入し、

加入手続はＡ市役所でその母が行い、その後は申立人とその母の国民年金

保険料を自宅に集金に来ていた郵便局の人かＢ銀行Ｃ支店の集金人にその

母が納付したとしているが、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付

を行ったとするその母は既に他界しており、証言が得られないことから、

申立期間の加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、初めて被保険者となった日が昭

和 52 年１月７日と記載されていること、及び国民年金被保険者台帳（旧

台帳）にも、申立人の資格取得日は同じく 52 年１月７日と記載されてい

ることから、申立期間は未加入期間であり、制度上保険料を納付できない

期間である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、昭和 52 年１月頃に払い出されたと推認され、そ

の時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、

当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3921 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

                            

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月から 61 年３月まで 

父から未納期間の国民年金保険料を全額出してあげると言われ、24

歳になった昭和 63 年頃、Ａ社会保険事務所（当時）に行き、「20 歳ま

で遡って未納期間の保険料を全額納付したい。」と言うと、職員から

「20 歳までの未納分の保険料を２回に分けて納付して下さい。」と言

われ、２回に分けてＡ社会保険事務所で保険料を納付した。申立期間が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、24 歳になった昭和 63 年頃、Ａ社会保険

事務所に行き、20 歳まで遡って未納期間の保険料を全額納付したい旨を

伝えると、その職員から「20 歳までの未納分の保険料を２回に分けて納

付して下さい。」と言われ、２回に分けて同事務所で保険料を納付したと

しているが、申立人が 24 歳になった 63 年＊月以降の時点では、申立期間

は時効により保険料を納付できない期間であり、申立人はそれ以前におい

て、遡って保険料を納付した記憶は無いと明言していることから、保険料

の納付状況が不明である。 

また、Ｂ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録から、申立期間

後の昭和 61 年 10 月から 63 年３月までの保険料を 63 年 11 月 21 日に過年

度納付により、63 年４月から平成元年１月までの保険料を元年２月に、

同年２月及び同年３月の保険料を同年３月にそれぞれ現年度納付により保

険料を納付したとする記録が確認できることから、申立人は、当該過年度

納付分と現年度納付分について、過年度納付分と申立期間分の２回分と混

同している可能性も否定できない。 



 

  

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3922 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年６月から 11 年５月までの期間及び 12 年２月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10 年６月から 11 年５月まで 

② 平成 12 年２月 

     国民年金の加入手続は 20 歳になった平成 10 年＊月にＡ町役場で行っ

たが、13 年６月に結婚するまで保険料を納めていなかった。結婚後、

妻の勧めでそれまで未納であった保険料を納付することにし、その月の

保険料と申立期間の保険料を１か月又は数か月ずつ妻が納付してきた。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、平成 13 年６月に結婚後、その妻が

その月の保険料と申立期間①の保険料とを１か月又は数か月ずつ納付し

たとしているが、申立人が申立期間①の保険料を納付したと断言してい

る結婚後の 13 年６月以降の時点では、申立期間①は時効により保険料

を納付できない期間である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、上記の申立期間①と同様に申立期間

②の保険料を納付したとしているが、申立期間②の保険料の納付状況が

明確ではない。 

 

３ 国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理業務

がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文

字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 



 

  

  また、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3923 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年 10 月から 14 年９月頃までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 10 月から 14 年９月頃まで 

私は、勤めていた会社を平成９年 10 月に辞め、Ａ市役所で国民年金

の加入手続をした。平成９年度分の約 10 万円の国民年金保険料は、自

分で納付書を用い一括納付し、10 年度以降の保険料は 14 年９月頃まで

父が納付してくれた。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤めていた会社を平成９年 10 月に辞め、Ａ市役所で国民年

金の加入手続をし、平成９年度分の約 10 万円の国民年金保険料は、自分

で納付書を用い一括納付し、10 年度以降の保険料は 14 年９月頃までその

父が納付してくれたとしているが、申立期間のうち、10 年度以降の期間

については、その国民年金保険料を納付したとする申立人の父は既に他界

しており、証言を得ることができず、申立人は当該期間の保険料の納付に

直接関与していないことから、当該期間における保険料の納付状況が不明

である。 

また、オンライン記録によると、平成 17 年７月に申立人に対し、９年

10 月 11 日を勧奨事象発生年月日とする「未加入期間国民年金適用勧奨」

が出されていることから、17 年７月までは申立期間は未加入期間であっ

たと推認され、制度上保険料を納付できない期間である。 

 さらに、申立人は、申立期間以外にも未納がある上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 



 

  

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3924 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月から 62 年９月までの期間及び同年 10 月から 63

年４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年７月から 62 年９月まで 

             ② 昭和 62 年 10 月から 63 年４月まで 

申立期間①については、昭和 63 年５月にＡ国から帰国してすぐにＢ

区役所Ｃ出張所（当時）で時効にかからない 15 か月分の国民年金保険

料約 10 万円をまとめて私が納付した。 

申立期間②については、Ａ国に滞在していた期間であり、帰国してす

ぐに申立期間①の保険料を納付した後、Ｃ出張所で７か月分をまとめて

私が納付した。 

申立期間の保険料が未納及び未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、昭和 63 年５月にＡ国から帰国して

すぐにＢ区役所Ｃ出張所で時効にかからない 15 か月分の国民年金保険

料約 10 万円をまとめて納付したと申述している。 

しかしながら、申立人が所持するパスポートにより、申立人は、昭和

63 年５月 31 日にＡ国から帰国したことが確認できるが、その時点では、

申立期間①の国民年金保険料は過年度納付となりＣ出張所で納付するこ

とはできず、申立人の主張する納付方法は当時の取扱いと符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、平成２年２月頃に払い出されたと推認され、そ

の時点では、申立期間①は時効により保険料を納付できない期間である

上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 



 

  

 

 ２ 申立期間②について、申立人は、Ａ国に滞在していた期間であり、昭

和 63 年５月 31 日に帰国した後、Ｂ区役所Ｃ出張所で申立期間②の国民

年金保険料をまとめて納付したと申述している。しかしながら、申立期

間②は海外在住期間であり、任意加入となる期間における未加入期間で

あり、制度上、遡って納付することはできない期間である。 

 

 ３ 申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 

 ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 11 年８月１日から 12 年５月１日まで 

株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）の派遣社員として、平成 11 年８

月１日から 13 年４月 30 日までＣ株式会社に勤務していたのに、株式会

社Ａにおける厚生年金保険被保険者の資格取得日が 12 年５月１日にな

っている。平成 12 年の正月に、派遣先のＣ株式会社の同僚から送られ

た年賀状もあり、申立期間には間違いなく同社に勤務していたので、被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった派遣先事業所の同僚からの平成 12 年の年賀状

及び同僚と一緒に写っている写真により、申立人は、期間の特定はできな

いものの、申立期間に派遣先事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、株式会社Ａにおける申立人の雇用保険の加入記録によれ

ば、被保険者資格の取得日が平成 12 年５月１日と記録されており、厚生

年金保険被保険者資格の取得日と一致している。 

   また、オンライン記録から、同社において申立人と同時期に厚生年金保

険の被保険者資格を取得している複数の同僚に照会したところ、「申立期

間当時、株式会社Ａでは、派遣先の事業所によって、期間に多少の相違は

あったが、３か月から６か月程度の試用期間があった。」との供述が得ら

れたことから、当時の株式会社Ａでは正社員登用と同時に厚生年金保険に

加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、オンライン記録により、申立人は、申立期間の全期間において、

国民年金第１号被保険者としての国民年金保険料が納付済みとなっている

ことが確認できる上、平成 12 年５月の国民年金保険料が無資格期間納付



  

として申立人に還付されており、これは、株式会社Ａにおいて同年５月１

日に厚生年金保険の被保険者となったために還付されたと考えるのが自然

である。 

なお、申立人は、申立期間を含む平成 10 年９月１日から 12 年５月１日

までの期間において、国民健康保険に加入していることがＤ市役所の回答

から確認できる。 

加えて、株式会社Ｂに照会したところ、申立期間当時の厚生年金保険被

保険者資格の取得届、保険料の控除及び納付等については、資料を保管し

ていないため不明である旨の回答であった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4723 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年２月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 51 年 10 月１日から 52 年９月１日まで 

    Ａ株式会社Ｂ営業所Ｃ出張所でＤ職をしていたが、昭和 43 年１月の

入社時の標準報酬月額が６万円であるのに、同年２月から同年７月まで

の記録が３万 3,000 円となっている。また、51 年８月からの標準報酬

月額が 24 万円であるのに、同年 10 月から 52 年８月までの記録が 18 万

円となっている。申立期間の給与が下がった覚えは無いのでおかしい。

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ株式会社Ｅ局に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、３万

3,000 円であることが確認できるところ、当該期間当時に被保険者資格

を取得している同僚の資格取得時における標準報酬月額は、いずれも３

万 3,000 円と記録されている上、複数の同僚は、初任給は３万円程度で

あった旨を供述している。 

一方、オンライン記録によると、申立人の当該期間前である昭和 43

年１月の標準報酬月額が６万円とされているが、申立人がＡ株式会社Ｅ

局に入社する前に勤務していたＦ株式会社に係る被保険者原票により、

同社における申立人の厚生年金保険の資格喪失日が同年２月１日、同年

１月の標準報酬月額が４万 2,000 円となっており、同月は、両事業所に

係る重複期間であることが確認できる。 

なお、厚生年金保険法により、同時に２以上の事業所から報酬を受け



  

る場合は、それぞれの事業所において算定された報酬月額を合算する旨

が定められているところ、申立人の昭和 43 年１月については、同法の

規定により、重複する被保険者期間の標準報酬月額は合算することにな

り、当時の標準報酬月額の最高限度額が第 23 級６万円であったことか

ら、社会保険事務所（当時）において当該最高限度額をもって申立人の

標準報酬月額とされたものと認められる。 

 

２ 申立期間②について、Ａ株式会社Ｅ局に係るオンライン記録により、

申立人の昭和 51 年８月からの標準報酬月額が 24 万円であり、申立期間

である同年 10 月から 52 年８月までの標準報酬月額が 18 万円であるこ

とが確認できるが、同社が提出した申立人に係る社会保険台帳において、

これらの標準報酬月額の記録が一致しているとともに、健康保険厚生年

金保険被保険者名簿とも一致していることが確認できる。 

また、申立人と同時期及びその前後にＡ株式会社Ｅ局に入社したＤ職

の同僚について、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記

録から抽出した 16 人の標準報酬月額の増減をみると、申立人と同様に

変動している者が 10 人いることが確認できる。 

この標準報酬月額の増減について、Ａ株式会社が社会保険事務を委託

しているＧ株式会社の担当者は、申立期間当時の担当者に確認したとこ

ろ、「Ｄ職の給与は、８時間勤務の基本給が基本であるが、Ｈの時間帯

は時間外勤務手当が支給されるため、Ｉによっては給与総額が大きく変

動した。これによる給与総額の増減が標準報酬月額の改定につながった

のではないか。」と供述している。 

 

３ このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年５月４日から 38 年 12 月 21 日まで 

    65 歳のときに、受給の手続に行った社会保険事務所（当時）で、Ａ

株式会社の期間は、脱退手当金として支払われていると告げられたが、

請求した覚えは無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の事業所別被保険者名簿の備考欄には脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日の約２か月後の昭和 39 年２月５日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立事業所に係る事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日の前後２年以内に資格喪失している女性６人中、

脱退手当金の受給資格がある５人について支給記録を調査したところ、４

人に脱退手当金の支給記録が確認できる上、このうちの一人は、「退職す

るときに、何の説明も無く、退職金と一時金をまとめて受け取ったので、

会社が請求したと思う。」と供述していることから、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 12 月１日から９年 10 月 21 日まで 

  私の有限会社Ａに係る厚生年金保険被保険者記録によると、標準報酬

月額が、平成６年 12 月から８年 12 月まで 30 万円、９年１月から同年

９月まで９万 8,000 円となっている。６年 12 月から９年９月まで給与

は 50 万円で変わっていなかった。標準報酬月額の記録に納得できない

ので、申立期間の標準報酬月額を 50 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間のうち、平成６年 12 月から８年 12 月までの期間の

標準報酬月額については、オンライン記録によると、６年 12 月の月額

変更により、申立人の標準報酬月額が 50 万円から 30 万円に変更され、

その後の７年 10 月及び８年 10 月の定時決定についても 30 万円で記録

されている。 

なお、上記期間の標準報酬月額について、遡って訂正が行われた記録

は無い。 

また、当該事業所に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期

間当時、同社の代表取締役であったことが確認できる上、申立人自身が

社会保険事務所（当時）に提出する書類を作成していたと回答している

ことから、当該社会保険及び給与計算に係る事務に関与していなかった

とは認められない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者

（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合につい



  

ては、記録訂正の対象とすることはできない旨が規定されている。 

これらのことから、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただ

し書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は

知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められること

から、当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることは

できない。 

 

２ 申立期間のうち、平成９年１月から同年９月までの期間に係る標準報

酬月額は、オンライン記録により、当初 30 万円と記録されていたとこ

ろ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった９年 10 月 21

日より後の同年 11 月 18 日付けで、遡って９万 8,000 円に減額訂正され

たことが確認できる。 

しかしながら、上記のとおり、申立人は、申立期間当時、同社の代表

取締役であったことが確認できる上、申立人自身が社会保険事務所に提

出する書類を作成していたと回答している。 

また、申立人は、申立期間当時、当該事業所に社会保険料の滞納は無

く、経営においても問題は無かったと供述しているが、当該事業所が適

用事業所でなくなった日に被保険者資格を喪失した元従業員は、「仕入

れ先への支払に苦労していたので、会社の資金繰りは大変だったと思う。

平成９年 10 月に会社は不渡りを出し倒産した。倒産後、ハローワーク

に失業給付の手続に行ったが、給与から雇用保険料が控除されていたの

に、会社は雇用保険料を納付していなかったことが判明した。」と供述

している。 

    これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

った代表取締役であった申立人は、会社の業務としてなされた当該行為

について責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関与

しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則

上許されず、申立人の平成９年１月から同年９月までの厚生年金保険の

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4728 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月１日から平成３年１月１日まで 

    私は、昭和 62 年４月１日から平成２年 12 月 31 日までＡ株式会社で

Ｂ担当として勤務していたが、その間の厚生年金保険の被保険者記録が

無い。厚生年金保険に加入していたので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立人が申立

期間において、Ａ株式会社においてＢ担当として勤務していたことは推認

できる。 

   しかしながら、当該事業所の給与計算等を担当していたＣセンターは、

「私どもは、20 年来、Ａ株式会社の正社員の給与計算等を担当しており、

正社員の方は社会保険に加入していたが、現場単位での雇用形態の方は、

当該事業所が現場単位で給与の支払を行っていたため、社会保険には加入

させていなかったと思う。なお、申立人の現場（Ｄ地）は事業所から遠い

ことから、現場単位での採用ではないかと思う。」と供述している。 

   また、当該事業所に係る事業主代理から、平成元年 12 月 21 日から２年

12 月 20 日までの期間に係る「１人別給与統計表」（Ｃセンター作成）が

提出されたが、当該統計表（総計 39 人分）の中に申立人の氏名は見当た

らない上、Ａ株式会社に係る被保険者縦覧照会回答票の中にも申立人の氏

名は見当たらず、申立人に係る同社での雇用保険の被保険者の加入記録も

無い。 

   さらに、当該事業所に係る事業主代理は、「当該事業所は既に廃業して

おり、人事記録及び社会保険等に関する資料が残ってないため、申立人の



  

勤務期間、厚生年金保険料の控除及び納付については不明。」と回答して

いる。 

   加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



  

埼玉厚生年金 事案 4729 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年 10 月 20 日から 32 年６月１日まで 

私は、Ａ地に所在したＢ株式会社に勤務していた昭和 31 年 10 月頃に、

Ｃ区に所在した株式会社Ｄに行くように言われ、Ｂ株式会社の社長の姉

を責任者として、５人又は６人の女性と一緒に株式会社Ｄに転籍した。

Ｂ株式会社と株式会社Ｄの経営者は兄弟だったので、そのような転籍が

よくあった。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ｂ株式会社及び株式会社Ｄに係る厚生年金保険被保険者

記録のある元同僚 18 人に照会したところ、13 人から回答があり、複数の

元同僚は、「期間の特定はできないが、Ｂ株式会社の社長の姉を責任者と

する女性数名がＢ株式会社から株式会社Ｄに移ったことを記憶している。

しかし、申立人の転籍は記憶していない。」と回答している。 

また、両事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人が一緒に転籍したと申し立てている社長の姉及び元同僚二人について

は、Ｂ株式会社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和 32 年 12 月

20 日、株式会社Ｄに係る厚生年金保険被保険者資格取得日は翌日の同年

12 月 21 日との記録となっているほか、申立人が一緒に転籍したとして名

前を挙げた別の元同僚については、Ｂ株式会社に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日は 34 年６月１日となっており、株式会社Ｄに係る厚生年金

保険被保険者記録は確認することができない。 

さらに、株式会社Ｄの事業主は、「申立期間の厚生年金保険に係る資料

が保存されていないことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の届出

については不明であり、厚生年金保険料の給与からの控除も不明。」と回



  

答しており、申立人の申立期間における同社での勤務実態及び厚生年金保

険料の給与からの控除については確認することができなかった。また、Ｂ

株式会社は平成８年６月＊日に解散し、申立期間当時の元事業主も死亡し

ており、申立内容を確認することはできない。 

加えて、株式会社Ｄに係る健康保険厚生年金保険被保険者事業所別名簿

には、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い上、Ｂ株式

会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者事業所別名簿における申立人の

厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、オンライン記録と一致している。 

また、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  



  

埼玉厚生年金 事案 4730 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月 21 日から４年 10 月１日まで 

    申立期間の標準報酬月額に疑問がある。私がＡ院に入社した平成３年

６月 21 日時点での標準報酬月額は 22 万円であったはずである。 

当該事業所に問合せしたところ入社時に 22 万円の標準報酬月額で届

出をした「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬

決定通知書」を送ってきたので、証拠として提出する。申立期間の標準

報酬月額を 22 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ院に係る厚生年金保険資格取得届出書である「健康保険厚生

年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」には、申立人

の資格取得日は平成３年６月 21 日、標準報酬月額は 22 万円との記載が確

認できる。 

しかしながら、被保険者資格記録照会回答書（訂正・取消済資格記録）

によると、申立人のＡ院に係る厚生年金保険の資格取得時の標準報酬月額

は 22 万円と記録されているところ（処理日は同年７月 10 日）、同年８月

23 日付けで標準報酬月額が 14 万 2,000 円に訂正されている。このことに

ついて、事業主は、「申立人が入社した時は、22 万円の標準報酬月額で

届出をしたが、入社後に何らかの事情で標準報酬月額を訂正したのかもし

れない。例えば、夜勤有りの勤務から夜勤無しの勤務形態になったために

訂正した事情も考えられる。ただし、標準報酬月額を訂正した健康保険厚

生年金保険被保険者報酬月額変更届は保管されていない。」と回答してい

る。 



  

また、申立期間当時、Ａ院に係る厚生年金保険被保険者記録のある女性

10 人に照会したところ、元Ｂ職であった４人から回答があり、その４人

全員が「夜勤無しの勤務形態での賃金は 12 万円から 16 万円くらいであっ

た。」と回答している。また、申立人と同年齢で同じＣ職として入社した

元同僚の一人は、「夜勤を月に 10 回以上して 22 万円ほどの賃金になっ

た。」と回答している。    

さらに、事業主は、「申立期間当時の賃金台帳及び給与明細書等の資料

は保存されておらず、申立てどおりの標準報酬月額に相応する厚生年金保

険料を給与から控除したかは不明。」と回答している。一方、事業主は、

Ａ院が加入していたＤ組合の平成４年９月４日付けの受付印及び承認印が

押されている申立人に係る被扶養者変更届書である「健康保険被扶養者承

認（異動確認）通知書」を提出し、「当該通知書に同年９月４日の日付印

が押されていること、及び標準報酬月額の欄に『10 月～220 千円』と記載

されていることから、標準報酬月額が 22 万円となるのは４年 10 月からで

あることを意味し、同年 10 月より前は別な標準報酬月額であったと思わ

れる。」と回答している。 

加えて、申立人が加入していたＤ組合は、「申立人の申立期間の標準報

酬月額はオンライン記録と同額の 14 万 2,000 円である。」と回答してい

る。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 4736 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 56 年７月 16 日から 57 年５月 16 日まで 

  年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会すると、申立期間の

記録が確認できないとの回答であった。 

昭和 56 年７月 16 日付け及び 57 年５月 15 日付けの人事異動通知書を

保管しており、申立期間の被保険者記録が無いのは納得できないので、

調査して記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録により、申立人が申立期間において、Ｂ社

に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立人は、申立期間において、Ｃ組合の組合員であ

った。」と回答している上、現在のＤ組合Ｅ支部も、「申立人は、申立期

間において、当組合の組合員資格を取得していた。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4739 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月 25 日から同年７月１日まで 

   私は、Ａ地から出てきて、Ｂ地の有限会社Ｃに入社した。昭和 43 年

５月７日から 50 年６月 25 日まで継続して勤務したにもかかわらず、44

年１月 25 日から同年７月１日まで空白の期間がある。申立期間につい

て厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ地から出てきて、Ｂ地の有限会社Ｃに入社し、昭和 43 年

５月７日から 50 年６月 25 日まで勤務したと申し立てているが、厚生年金

保険適用事業所名簿、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同原票によ

り、同社は、Ｄ地において、40 年 10 月１日に適用事業所となり、44 年７

月１日に適用事業所でなくなると同時に、Ｂ地において適用事業所になっ

ていることが確認できるとともに、申立人は、Ｄ地において、43 年５月

７日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、44 年１月 25 日に喪失し、同

年７月１日に再度、Ｂ地において資格を取得していることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間において継続して勤務し、出身地のＡ地には

帰省していないと供述しているが、申立人がＡ地から一緒に出てきたと記

憶している同僚は、「申立人が休みをとりＡ地に帰省していたときに、申

立人と一緒に出てきて有限会社Ｃに勤務した。私が入社したのは、昭和

44 年４月のことだが、日付はＥ書類で確認した。」と供述していること

から、申立人が申立期間のうちの一定期間、Ａ地に帰省していたことがう

かがわれる。 

なお、有限会社Ｃに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、当

該同僚は、入社して３か月後の昭和 44 年７月１日に被保険者資格を取得



  

していることが確認できるが、これについて当該同僚は、最初は見習期間

だったと供述している。 

 さらに、有限会社Ｃは既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主も亡くなっているため、申立人の勤務実態及び

保険料控除について確認することができない。 

 加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



  

埼玉厚生年金 事案 4741（事案 1580 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月８日から 21 年６月８日まで 

前回の申立てについて、厚生年金保険の記録については確認ができな

いとのことであったが、どうしても納得できない。私はＡ校に在籍し、

給与を支払われていたので、保険料を控除されていたことは間違いなく、

同窓生の加入状況が入社時期、入社場所により相違するとしても、私が

控除されていたこととは無関係であるので、申立期間について厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び供述を得ることができず、事業主により給

与から厚生年金保険料を控除されていたことを認めることはできないとし

て、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年９月 16 日付け年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

今回、新たに連絡先が判明した一人及び前回の同僚照会で回答の無かっ

た二人の計３人の同級生に照会したところ、うち回答のあった一人は、同

級生は所属する工場は各々異なっていたとした上で、申立人がＢ地からＡ

校に通学していたことは記憶しているが、申立人の勤務の実態及び厚生年

金保険の加入状況については分からないとしている。 

また、厚生年金保険被保険者台帳において、申立期間に申立人の被保険

者記録は確認できない。 

さらに、申立人の厚生年金保険料控除がうかがえるような新たな資料や

供述は得られなかった。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな



  

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 24 年１月 25 日から 31 年８月４日までの間

の一部期間 

    ねんきん特別便を見たら、昭和 24 年１月 25 日から 31 年８月４日ま

での約７年間のうち、53 か月について厚生年金保険の記録が無い。当

該期間はＡ職としてＢ市内のＣ社というＤ工場に勤務していた期間であ

り、記録が無いはずはない。申立期間を厚生年金保険被保険者として認

めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＣ社というＤ工場に勤務していたと申し立

てている。 

一方、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、申立

人は、Ｅ社（商業登記簿謄本では、株式会社Ｆ）において、昭和 22 年 10

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、24 年１月 25 日に被保険者

資格を喪失していることが確認できるところ、オンライン記録では、事業

所名は不明であるものの、同台帳の期間とほぼ一致する期間が申立人の被

保険者期間として記録されている。 

また、当該被保険者期間は申立期間外の期間である上、申立人は、「申

立期間当時の賃金は出来高払で転職が不利にならなかったため、１、２年

で勤務先を変わり同じ会社に２度勤めた覚えは無い。」と供述している。 

さらに、申立て代理人は昭和 22 年 10 月以前にその夫の勤務先を見に行

って、表札に「Ｃ社」の文字があったことを覚えていると供述している。 



  

加えて、商業登記簿謄本によると、株式会社Ｆは昭和 41 年に解散して

いる上、同社の元事業主及びほかの役員は所在不明で、申立人からも事業

主や同僚等の情報が得られないため、勤務状況及び保険料控除等について

確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4744（事案 3420 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年３月から同年９月まで 

② 昭和 56 年４月から同年８月まで 

   申立期間①については、Ａ区のＢ社に勤務し、Ｃ業務をしていた。申

立期間②については、Ｄ区のＥ株式会社でＦ業務をしていた。どの会社

でも正社員であった。厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び供述を得ることができず、事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていたことを認めることはできないとして、既に当委員会の決定

に基づく平成 22 年６月 16 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

今回、申立期間①については、申立人からＢ社の所在地（町名や番地は

不明）を示す手書きの地図が新たに提出されたことや、同事業所における

勤務内容に係る具体的な供述から、申立人が同事業所に勤務していたこと

はうかがわれるものの、事業主や同僚の氏名を申立人に再度確認するも記

憶していないことから、事業主や同僚に対する調査を行うことができず、

申立期間①における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができなかった。 

また、申立期間②については、申立人は当時の同僚の名前を記憶してい

ないことから、今回新たにＥ株式会社に係る事業所別健康保険厚生年金保

険被保険者名簿により確認できる同僚９人（申立期間②において被保険

者）に照会し６人から回答を得た（前回は 21 人に照会し 12 人から回答を



  

得ている）ものの、申立人を記憶している者はいなかった上、同事業所に

係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿を再点検するも、申立人

の氏名を確認することはできなかった。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4745（事案 207 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月 26 日から 42 年６月１日まで 

    昭和 37 年７月にＡ社に入社し、43 年 12 月に退社するまで空白無く

勤務していたので、申立期間について被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、ⅰ）雇用保険の被保険者記録により、昭和 41 年

２月 25 日に一旦離職していることが確認できること、ⅱ）申立人及び当

時の同僚一人は、申立人がＡ社に勤務していた期間に肺結核で入院加療し

ていたと供述しており、その疾病内容からみて長期間の療養が必要であっ

たことが推認できる上、事業主は、「厚生年金保険被保険者の休職並びに

徴用せられたる場合の取り扱いに関する件」（19 年 10 月３日年保受第 38

号）の入院加療で休職扱いの場合には被保険者の資格を喪失することがで

きるとの規定に基づき、一旦、申立人の厚生年金保険については、被保険

者資格の喪失手続を行ったものと判断することが妥当であること、ⅲ）申

立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細

書等の資料も無いこと、ⅳ）このほか、申立てに係る事実を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づ

く平成 20 年８月 11 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

これに対し、申立人は、前回の審議結果に納得できないとして再度申し

立てているが、当委員会で再度確認した結果、新たな資料や情報が得られ

ず、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4747（事案 469 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年１月 11 日から 32 年６月 25 日まで 

（株式会社Ａ） 

② 昭和 33 年６月１日から 34 年５月 31 日まで 

（株式会社Ｂ） 

    申立期間について、前回非あっせんの通知をもらったが、納得がいか

ないので再度申立てをする。 

日本年金機構の記録では、私が、当時 7,846 円の脱退手当金を受け取

ったことになっているとのことであるが、昭和 35 年に、新車のＣを

120 万円で購入したくらいであり、わずかな脱退手当金を受給しなけれ

ばならないほど生活に困っていたわけではない。 

第三者委員会で再度調査の上、申立期間について被保険者記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、ⅰ）健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立人の氏名は、脱退手当金支給決定日の約２か月前である昭和 35 年２月

１日に旧姓から新姓に変更されていることが確認できることを踏まえると、

脱退手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然であるこ

と、及びⅱ）脱退手当金の支給額は、法定支給額と一致していることから、

一連の事務処理に不自然さはうかがえないとして、既に当委員会の決定に

基づき、平成 20 年 12 月 26 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

今回、申立人は、前回の主張に加え、「昭和 35 年に 120 万円の新車を

購入したくらいであり、脱退手当金を受け取らなければならないほど、生



  

活に困っていたわけではない。」と新たに主張しているが、当該主張は、

当委員会の当初の決定を変更すべき事情とは認め難い。 

また、株式会社Ｂを管轄する社会保険出張所(当時)が行った、株式会社

Ａにおける申立人の厚生年金保険被保険者記録照会に対し、厚生省保険局

年金業務室（当時）が、昭和 35 年３月８日に申立人の記録を回答したこ

とを示す「回答済み 35．３．８」の押印が申立人に係る厚生年金保険被

保険者台帳から確認でき、当該回答日の約１か月後である 35 年４月 13 日

に脱退手当金が支給決定されていることを踏まえると、申立人に係る脱退

手当金の請求に併せて当該記録の照会が行われたと考えるのが自然である。 

なお、株式会社Ｂの同僚の一人は、「株式会社Ｂを辞める時に、『結婚

退職し、家庭に入るようなら脱退手当金を受け取れる制度がある。』と担

当者から説明を受け、退職時に脱退手当金を受け取った。」と供述してお

り、同社において、脱退手当金の受給権を満たす同僚 17 人のうち 13 人が

脱退手当金を受給していることが、オンライン記録により確認できること

から、退職手続の一環として、同社による代理請求が行われていたことも

うかがえる。 

このほか、申立人は、新たな資料や情報は提出しておらず、当委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情は無いことから、申立人は申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4750 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年７月１日から６年３月 31 日まで 

    株式会社Ａに勤務していた期間の標準報酬月額が、実際に得ていた給

与額に比べて低すぎるので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、株式会社Ａの取締役として同社に在籍し、厚

生年金保険の被保険者であったことが、社会保険事務所（当時）の厚生年

金保険被保険者記録及び同社の閉鎖登記簿謄本により認められる。 

また、オンライン記録によると、申立人が取締役を務めていた株式会社

Ａは、平成６年３月 31 日をもって厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

たことが確認できるところ、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、同日後の同年４月 22 日付けで、５年７月１日から６年３月 31 日ま

での期間について 50 万円から８万円に遡って訂正されていることが確認

できる。 

しかしながら、申立人は当時、同社において営業及び総務の担当取締役

として社会保険事務及び経理事務に携わったとしており、「申立期間当時、

業績不振により厚生年金保険料の滞納があった。社会保険事務所から督促

の電話があった後、職員が来社し、滞納処理について協議したことがあ

る。」と供述している上、同社の元代表取締役及び元社員は「申立人は総

務及び経理の責任者だった。」と供述していることから、申立人は同社の

取締役として、標準報酬月額の遡及訂正についても関与していなかったと

は考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務の担当取締役である申立人

が、自らの記録訂正処理に職務上関与しながら、当該減額処理が有効なも



  

のではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案4752 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年６月１日から20年８月31日まで 

私は、Ａ株式会社に勤務している時に応召し、応召の間の昭和19年６

月１日に厚生年金保険に加入し、終戦の20年８月31日に当該資格を喪失

したが、この間の厚生年金保険料が、社会保険庁（当時）の記録では、

21年４月１日に脱退手当金として支給されたこととなっており、この脱

退手当金を受給した記憶は無い。 

応召の間の給料はＢ地の実家に送られており、厚生年金保険料も引か

れていたと思う。また、脱退手当金が支払われた時期はＢ地にいたので、

請求できるはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てて

いるが、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保険

被保険者台帳の記号番号払出簿には、厚生年金保険法第49条の３に基づく

短期脱退手当金が支給されたことを示す「脱退手当金」及び「49-3」の記

録があるとともに、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和21年４月１日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、「応召の間の給料はＢ地の実家に送られており、厚生

年金保険料も引かれていたと思う。」と述べているが、申立人の厚生年金

保険被保険者台帳の記号番号払出簿にはほかの同僚とともに「改」の記号

が押印されており、申立人が昭和19年２月の厚生年金保険法の法律改正に

より、応召の間の19年６月１日に同法第59条の２に該当する被保険者資格

を取得していると認められるが、同法においては、当該被保険者の厚生年



  

金保険料は、事業主とともに全額免除されることとされていた。 

さらに、申立人は、「脱退手当金が支払われた時期はＢ地にいたので、

請求できるはずがない。」、「戦後、会社から連絡はなかった。」と述べ

ているが、「会社に除隊を報告に行ったとき、帰郷を選択したら、後で給

料を送ると言われ、Ｂ地に帰ってから、退職金又は給料が書留で送られて

きた。」と述べており、申立人が終戦後Ａ株式会社に赴き、その後当該事

業所から申立人に何らかの金銭が送付されてきたことが認められる。 

これに関し、申立人同様Ｃ軍に応召し、かつ、脱退手当金の支給記録の

ある同僚二人のうちの一人は、「戦後、会社に行ったとき、Ｄ地付近の社

宅跡で何らかの手続をした。」と述べているとともに、ほかの一人も「実

家に帰ってしばらくしてから、会社からお金が書留で送られてきたので受

け取った覚えがある。」と述べている。 

加えて、終戦に伴い被保険者資格を喪失した者で脱退手当金の支給の記

録が確認できた12人のうち６人の支給決定日が申立人と同じ昭和21年４月

１日となっており、当該６人がそれぞれ異なる場所で同日に脱退手当金を

請求するとは考え難いことや、申立人及び同僚に、退職後しばらくしてか

ら書留による金銭が送付されてきた状況を踏まえると、当該事業所では、

事業主による脱退手当金の代理請求が行われていた可能性が高いと考える

のが自然である。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ：  昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年６月 26 日から同年９月１日まで 

昭和 48 年 11 月 15 日からＡ市内にあったＢ業の株式会社Ｃに就職し、

Ｄ店内に設けられていた同社のＥコーナーに勤務していた。49 年８月

末に退職するまで継続して勤務していたのに、社会保険庁（当時）の記

録では同年６月 26 日から同年９月１日までの３か月間が厚生年金保険

に未加入となっている。間違いなく継続して勤務しており、厚生年金保

険に加入していた。資格喪失日を同年９月１日に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｃの複数の同僚は、「申立人が勤務していたことは覚えている

が、退職日は不明。」と供述しており、申立人が申立期間において、同社

に勤務していたことが確認できない。 

また、事業主は、「当時の資料は何も保管していないので、厚生年金保

険の届出及び納付については不明。」と供述しており、申立人の申立期間

に係る保険料控除の事実を確認できる関連資料及び周辺事情を得ることが

できない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申

立期間に被保険者記録が確認できる同僚及び申立人が氏名を記憶している

同僚一人を加えたうちの連絡可能な７人に照会し、６人から回答があった

が、申立人が申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

なお、申立人に係る当該原票によると、申立人は、昭和 49 年６月 26 日

に資格を喪失し、同年７月に健康保険証を返却した記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


